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駐車許可証交付申請書

令和 ３ 年 12 月 ● 日

鹿児島中央 警察署長　殿

住所 鹿児島市鴨池新町10番１号

申請者

氏名 警察　太郎

（電話 099-206-0110

（携帯電話 090-0000-0000

主 た る 運 転 者 の
住 所 氏 名

鹿児島市新屋敷町16番25号　　中央　太郎

（電話 099-210-0110 （携帯電話 080-0000-0000

期 間
（ 日 時 ）

令和３年12月24日から令和６年12月23日まで

場 所 鹿児島市鴨池●丁目●番●号先

車 両 の 種 類 小型 車両（登録）番号 鹿児島500　あ　00-00

申 請 理 由 引っ越し作業のため

備 考

代書　　代書理由 申請者の手が不自由なため

　　代書者　住所 鹿児島市鴨池新町10番１号

　　　　　　氏名 警察　花子 申請者（交付対象者）との関係（ 配偶者

添 付 書 類

□　自動車検査証

□　駐車しようとする場所及びその周辺が確認できる見取り図

□　運転者の運転免許証の写し

□　その他（

　□　道路交通法第77条第１項各号（道路使用許可）に規定する行為を伴う用務でないこと。

４　駐車可能な場所の有無

確

認

事

項

１　日時

　□　駐車により交通に危険を生じ，又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

　□　駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を越えて駐車するものでないこと。

２　場所

　□　駐車禁止の規制が実施されている場所であること。

　　（□　放置駐車となる場合にあっては，道路交通法第45条第１項各号に掲げる場所でないこと。）

　　（□　道路交通法第45条第２項の無余地となる場所でないこと。）

　□　駐車により交通に危険を生じ，又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

３　用務

２　申請者欄は，交付要件に該当する交付対象者を記載すること。

３　申請者が法人であるときは，申請者の欄には，その名称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載す

　ること。

４　申請書を代書した場合は，備考欄に代書の理由，代書者の住所，氏名及び申請者との関係を記載すること。

※記載例

　　次の範囲内に，路外駐車場，路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず，又

　は，これらの利用がおよそ不可能と認められること。

　□　重量，長大な貨物の積卸し，又は傷病（後遺症を含む。）により歩行が困難な場合で，用務先の直近に

　　駐車する必要がある車両にあっては，当該用務先の直近

　□　その他の車両にあっては，当該用務先からおおむね300メートル以内。

備考 １　太枠内を記載すること。

　□　公共交通機関等の交通手段によったのでは，その目的を達成することが著しく困難と認められる用務で

　　あること。

　□　５分を超えない時間内の貨物の積卸し，その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認

　　められる用務であること。


